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青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
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条
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昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
有
害
刃
物
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
年
七
月

十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
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年
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十
日

山
梨
県
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事

横
　
　
内
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明

一
　
指
定
す
る
刃
物
類
の
名
称
、
形
状
及
び
構
造
並
び
に
機
能

１
　
名
称
　
ダ
ガ
ー
ナ
イ
フ
（
通
称
）

２
　
形
状
及
び
構
造

鎬
（
し
の
ぎ
）
を
中
心
と
し
て
左
右
が
対
称
な
両
刃
の
刃
体
を
有
す
る
ナ
イ

フ
で
、
刃
体
の
先
端
部
が
著
し
く
鋭
い
も
の

３
　
機
能
　
鋭
利
性
に
お
い
て
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
指
定
す
る
理
由

刃
物
類
の
形
状
、
構
造
又
は
機
能
が
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
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箇
年
　
一
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〇
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（
郵
送
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を
含
む
。）
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